
 

仕 様 書 

 

１ 件名 

帯広防衛支局（７）施設発生物品売払（立木）（計根別） 

 

２ 概要 

次項の保管場所に保管されている施設発生物品（以下「物品」という。）の買取り。 

（買主が、車両等を用い、令和８年３月３１日までに、保管場所から物品を搬出する

もの。） 

 

３ 保管場所、物品の品目及び数量等 

別紙のとおり。 

 

４ 物品の買取代金の支払い 

(1) 買主は、契約成立後、帯広防衛支局が発行する納入告知書により期限内に売買代

金を指定する場所（日本銀行本店、支店、代理店及び歳入代理店）に一括納入しな

ければならない。 

(2) 売買代金の延納及び分納は認めない。 

(3) 物品の所有権は、買主が売買代金を納付したときに買主に移転する。移転した場

合には、買主に対し、引渡証書を交付する。 

 

５ 物品の搬出等に必要な手続、費用 

(1) 物品の引取に必要な費用は、すべて買主の負担とする。 

(2) 関係法令に基づく必要な届出書類の手続は、買主が行い、関係官庁等の指示に従

うこと。 

 

６ 物品の引渡等 

(1) 物品の引渡しは、現状のまま、上記３の保管場所にて行う。 

(2) 買主は、物品を保管場所から搬出するに先立ち、搬出日時等を契約担当官及び保

管場所の部隊の担当者（以下、「部隊担当者」という。）と調整し、搬出日程表（様

式自由）を作成の上、契約担当官に提出すること。 

(3) 買主は、引渡証書を部隊担当者に提示し、立会を得て、物品を搬出すること。 

(4) 買主は、保管場所内においては指定された経路を使用して物品を搬出すること。 

なお、使用した経路の補修が必要となった際には、別途協議するものとする。 

(5) 保管場所には、搬出予定物品以外の資材等が保管されている場合があるため、物

品以外の資材等を搬出しないように注意すること。 

 



 

 

(6) 搬出、搬出に係る解体等に当たっては事故及び災害防止に留意し、必要な予防措

置を講ずるとともに、事故又は災害発生の場合は、すべて買主の責任において処理、

原状回復すること。また、事故又は災害が発生したときは、直ちに契約担当官及び

部隊担当者に連絡すること。 

(7) 買主は、物品の搬出が完了したときは、部隊担当者の確認を受けたのち契約担当

官に別記様式１の作業完了届を提出するものとする。その後、物品の全部又は一部

が残っていることが判明した場合には、契約担当官の指示に従い、買主は残存物品

を搬出すること。 

(8) 各保管場所において物品を搬出するに当たり、搬出前及び搬出後の写真を撮影し、

当該写真に撮影日時等を付し、ファイルに整理の上、契約担当官に１冊提出するこ

と。 

なお、写真を撮影する際は、自衛隊施設及び設備が映らないよう撮影するものと

し、撮影した写真は全て契約担当官及び部隊担当者の確認を受けること。 

(9) 買主は、買受けた施設発生物品等を再生処理のため分別する際に発生した産業廃

棄物を処分するに当たっては、排出事業者としての責任を負うとともに、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他関係法令で定める

規定に基づき、適正に処分することとする。 

 

７ 入門手続について 

物品の搬出に際しては、自衛隊施設に立ち入る必要がある。 

事前に、部隊担当者と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関

係書類を提出のうえ、立入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。 

 

８ ダンプ及びトラック等による過積載等の防止について 

(1) 物品等の積載超過のないようにすること。 

(2) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプ及びトラック等が、保管

場所に出入りすることのないようにすること。 

(3) 物品の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車

両に限って使用すること。 

 

９ その他 

この仕様書に定められていない事項又は疑義が生じた場合は、契約担当官と協議す

るものとする。 



１．保管場所

　　航空自衛隊計根別場外離着陸場

　　住所：北海道野付郡別海町西春別

２．発生の元となった工事件名

 (1)　計根別(4)場外離着陸場整備工事

 (2)　計根別(5)樹木伐採工事(2工区)

 (3)　計根別(5)樹木伐採工事(3工区)

 (4)　計根別(5)樹木伐採工事(4工区)

 (5)　計根別(5)樹木伐採工事(5工区)

 (6)　計根別(5)樹木伐採工事(6工区)

 (7)　計根別(5)樹木伐採工事(7工区)

 (8)　計根別(5)樹木伐採等工事

３．品目、数量及び規格

　　付紙のとおり

別紙



付紙

工事件名 保管場所 品　目 広葉樹 針葉樹 計 規　格

(㎥) (㎥) (㎥)

計根別(4)場外離着陸場整備工事
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約37 約3 約40

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(2工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約447 約1 約448

広葉樹：直径末口9cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(3工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約516 約41 約557

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(4工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約227 約31 約258

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(5工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約157 約23 約180

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(6工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約101 約15 約116

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採工事(7工区)
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約47 約17 約64

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計根別(5)樹木伐採等工事
航空自衛隊
計根別場外離着陸場

木材 約342 約218 約560

広葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積
針葉樹：直径末口10cm以上
　　　　　長さ約2.4mに切り揃え、台形型に集積

計 木材 約1,874 約349 約2,223

立木



　契約担当官

　　帯広防衛支局長

　　　山口　淳一　殿

契約者 住 所

会 社 名

代表者氏名

担当者

　　件　名：帯広防衛支局（７）施設発生物品売払（立木）（計根別）

　　搬出した保管場所：航空自衛隊計根別場外離着陸場

　　上記件名に係る物品の保管場所からの搬出は、令和　　年　　月　　日を

　もって完了しましたので届出します。

別記様式１

令和　　年　　月　　日

作　業　完　了　届


